
計量法施行規則等を一部改計量法施行規則等を一部改正正
　

こ
の
改
正
は
、
2
0
1
6

（
平
成　

）
年　

月
に
計
量

28

11

行
政
審
議
会
で
取
り
ま
と
め

ら
れ
た
答
申
「
今
後
の
計
量

行
政
の
在
り
方
―
次
な
る　
10

年
に
向
け
て
―
」
を
取
り
入

れ
て
改
正
さ
れ
た
「
計
量
法

施
行
令
及
び
計
量
法
関
係
手

数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
」
を
踏
ま
え
て
、
実
施

の
要
と
な
る
「
計
量
法
施
行

規
則
（
平
成
5
年
通
商
産
業

省
令
第　

号
）」等
に
つ
い
て

69

必
要
な
措
置
を
す
る
も
の
。

　
「
計
量
法
施
行
令
及
び
計

量
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
」
は
6
月

　

日
付
で
公
布
さ
れ
て
い

21る
。　

月
1
日
政
令
施
行（
一

10
部
条
文
は
公
布
の
日
か
ら
施

行
）。

■
省
令
等
の
一
部
改
正
の
概
要

　

今
回
の
省
令
等
の
一
部
改

正
の
概
要
は
次
の
と
お
り
。

①
適
正
な
計
量
の
実
施
を
確

保
す
る
た
め
、
制
度
の
信
頼

性
は
確
保
し
た
上
で
検
定
実

施
者
の
拡
大
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
、
器
差
検
定
を
中

心
と
し
た
検
定
を
実
施
す
る

者
を
認
め
る
た
め
に
、
指
定

検
定
機
関
の
指
定
要
件
の
見

直
し
を
し
た
。

②
「
計
量
法
施
行
令
及
び
計

量
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
（
平
成　
29

年
政
令
第
1
6
3
号
）」に
お

い
て
自
動
は
か
り
が
特
定
計

量
器
に
追
加
さ
れ
た
こ
と
に

と
も
な
い
、
▽
製
造
事
業
者

の
届
出
に
お
け
る
区
分
の
新

設
▽
自
動
は
か
り
に
付
す
る

「
確
認
済
証
」
の
規
定
▽
自

動
は
か
り
の
特
定
計
量
器
へ

の
追
加
に
と
も
な
う
適
正
計

量
管
理
事
業
所
の
経
過
措
置

の
規
定
な
ど
、
必
要
な
改
正

を
実
施
し
た
。

③
型
式
承
認
の
際
に
試
験
成

績
書
の
受
入
れ
を
認
め
る
た

め
に
、「
計
量
法
施
行
令
及
び

計
量
法
関
係
手
数
料
令
の
一

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成　

年
経
済
産
業
省
令

29

第　

号
）

72
▽
指
定
定
期
検
査
機
関
、
指

定
検
定
機
関
、
指
定
計
量
証

明
検
査
機
関
及
び
特
定
計
量

証
明
認
定
機
関
の
指
定
等
に

関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
平
成　

年
経
済

29

産
業
省
令
第　

号
）

73

▽
指
定
製
造
事
業
者
の
指
定

等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
平
成　

年
29

経
済
産
業
省
令
第　

号
）

74

【
告
示
】

▽
計
量
法
施
行
規
則
第
百
三

条
の
規
定
に
基
づ
き
経
済
産

業
大
臣
が
別
に
定
め
る
特
定

計
量
器
の
分
類
の
一
部
を
改

正
す
る
件
（
平
成　

年
経
済

29

産
業
省
告
示
第
2
1
4
号
）

▽
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規

則
の
規
定
に
基
づ
き
経
済
産

業
大
臣
が
別
に
定
め
る
特
定

計
量
器
等
に
つ
い
て
の
一
部

を
改
正
す
る
件
（
平
成　

年
29

経
済
産
業
省
告
示
第
2
1
5

号
）

▽
計
量
法
施
行
規
則
第
九
十

条
の
二
た
だ
し
書
に
基
づ
く

校
正
手
法
を
定
め
る
件
の
一

部
を
改
正
す
る
件
（
平
成　
29

年
経
済
産
業
省
告
示
第
2
1

6
号
）

■
各
改
正
事
項
ご
と
の
施
行

期
日

【
公
布
日
（
9
月　

日
）
施

22

行
】
▽
電
磁
的
記
録
媒
体
に

よ
る
提
出
の
導
入
▽
J
C
S

S
の
区
分
の
変
更

【
2
0
1
7
（
平
成　

）
年

29

　

月
1
日
施
行
】
▽
自
動
は

10か
り
の
特
定
計
量
器
へ
の
追

加
に
と
も
な
う
所
要
の
措
置

▽
型
式
承
認
に
お
け
る
試
験

成
績
書
の
受
け
入
れ
▽
検
定

証
印
等
の
年
号
表
記
お
よ
び

表
示
方
法
統
一

【
2
0
1
8
（
平
成　

）
年

30

4
月
1
日
施
行
】
▽
指
定
検

定
機
関
の
指
定
要
件
の
見
直

し
（
自
動
は
か
り
に
関
す
る

指
定
を
除
く
）
▽
一
般
計
量

士
の
資
格
認
定
コ
ー
ス
に
お

け
る
実
務
経
験
期
間
の
短
縮

▽
基
準
器
検
査
に
お
け
る
J

C
S
S
の
活
用

【
2
0
1
8
（
平
成　

）
年

30

7
月
1
日
施
行
】
▽
自
動
捕

捉
式
は
か
り
に
係
る
指
定
検

定
機
関
の
指
定

【
2
0
1
8
（
平
成　

）
年

30

　

月
1
日
施
行
】
▽
指
定
製

10造
事
業
者
へ
の
I
S
O
9
0

0
1
の
活
用

【
2
0
1
9
（
平
成　

）
年

31

7
月
1
日
施
行
】
▽
ホ
ッ

パ
ー
ス
ケ
ー
ル
、
充
填
用
自

動
は
か
り
お
よ
び
コ
ン
ベ
ヤ

ス
ケ
ー
ル
に
係
る
指
定
検
定

機
関
の
指
定

部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成

　

年
政
令
第
1
6
3
号
）」

29で
、「
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
」
と
さ
れ
た
内
容
に
つ
い

て
規
定
し
た
。

④
一
般
計
量
士
の
実
務
に
従

事
し
た
期
間
に
つ
い
て
改
正

し
、
質
量
に
係
る
計
量
の
実

務
2
年
以
上
と
短
縮
し
た
。

⑤
国
お
よ
び
製
品
評
価
技
術

基
盤
機
構
（
N
I
T
E
）
に

申
請
す
る
一
部
の
手
続
に
つ

い
て
電
磁
的
記
録
媒
体
（
C

D
―
R
、
D
V
D
―
R
）
に

よ
る
提
出
を
認
め
る
。

⑥
検
定
証
印
等
に
つ
い
て
、

年
号
表
記
を
西
暦
年
数
に
限

定
し
、
様
式
を
和
暦
表
記
か

ら
西
暦
表
記
の
も
の
に
改

め
、
検
定
証
印
等
に
は
り
付

け
印
を
認
め
る
旨
を
規
定
し

た
。

⑦
指
定
製
造
事
業
者
の
品
質

管
理
基
準
に
つ
い
て
、
I
S

O
9
0
0
1
の
最
新
版
を
基

礎
と
し
、
そ
の
認
証
を
取
得

し
て
い
る
事
業
者
は
、
そ
の

結
果
を
活
用
で
き
る
よ
う
に

措
置
し
た
。

⑧
基
準
器
検
査
に
お
い
て
、

添
付
し
て
申
請
で
き
る
J
C

S
S
校
正
証
明
書
を
発
行
か

ら　

日
以
内
の
も
の
と
規
定

30
し
た
。

⑨
J
C
S
S
の
登
録
区
分
に

「
回
転
速
度
」
を
加
え
た
。

⑩
そ
の
他
、
最
近
の
計
量
法

関
係
省
令
の
運
用
の
実
態
等

を
踏
ま
え
、
必
要
な
改
正
を

し
た
。

　

改
正
内
容
の
詳
細
は
、
経

済
産
業
省
計
量
行
政
室
が
w

e
b
サ
イ
ト
に
掲
載
し
た

「
計
量
行
政
審
議
会
答
申
を

ふ
ま
え
た
計
量
制
度
の
見
直

し
に
つ
い
て
〈
平
成　

年
度

29

政
省
令
改
正
の
概
要
〉（
平
成

　

年
9
月
版
）」（h

ttp
://

29
w
w
w
.m
e
ti.g
o
.jp
/p

olicy
/econ

om
y
/h
y
o

ju
n
/te
ch
n
o
_in
fra/k

eiry
o
h
o
_k
aisei/1

7
0

922_k
eiry
ou
seidom

in
a
o
sh
i.p
d
f

）
を
参
照

（『
日
本
計
量
新
報
』③
～
⑤

面
に
も
掲
載
）。

■
公
布
し
た
省
令
と
告
示

【
省
令
】

▽
計
量
法
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
（
平
成　
29

年
経
済
産
業
省
令
第　

号
）

69

▽
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成　

年
経
済
産
業
省
令

29

第　

号
）

70
▽
基
準
器
検
査
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
（
平
成　
29

年
経
済
産
業
省
令
第　

号
）

71

▽
計
量
法
関
係
手
数
料
規
則

（1） 2017年（平成29年）10月1日（日）第 3166号 （　　　　）昭和26年4月4日 
第三種郵便物認可

計
量
法
施
行
規
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等
を
一
部
改
正 

①
面

「
計
量
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
等
」
に

対
す
る
意
見
募
集
の
結
果
に
つ
い
て　
 

②
面

（1）

資
料
・
政
省
令
改
正
の
概
要
（
2
0
1
7
年
9
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版
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面

（2）

現
場
の
計
測
管
理
座
談
会　
 

⑥
面

（3）

省
令
案
等
の
意
見
募
集
結
果
を
公
示
、
社
説 

⑦
面

新
製
品
「
A
＆
D
」、
東
日
製
作
所
カ
タ
ロ
グ
公
開
、
ガ
ラ

ス
製
温
度
計
を
ご
利
用
の
皆
さ
ま
へ 

⑧
面

今週の主な記今週の主な記事事

9
月　

日
公
布
、施
行
は
各
改
正
事
項
ご
と

22

施
行
令
等
に
対
応
す
る
規
定
を
整
備

　

自
動
は
か
り
の
特
定
計
量
器
へ
の
追
加
や
指
定
検
定
機

関
の
区
分
の
追
加
な
ど
に
対
応
す
る
計
量
法
施
行
規
則
等

の
一
部
改
正
が
9
月　

日
公
布
さ
れ
た
。
施
行
日
は
各
改

22

正
事
項
ご
と
に
異
な
る
。
こ
の
改
正
案
は
、
2
0
1
7
年

7
月　

日
か
ら
8
月　

日
ま
で
意
見
募
集
が
実
施
さ
れ
、

15

13

9
月　

日
、結
果
が
公
示
さ
れ
た
。　

件
の
意
見
が
あ
り
、

21

21

提
出
意
見
を
踏
ま
え
た
修
正
も
あ
る
。

（
関
連
記
事
⑦
面
）

パ
ブ
コ
メ
結

パ
ブ
コ
メ
結
果果　
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面
②
面
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政
省
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改
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政
省
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改
正
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要要　
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③
〜
⑤
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